
✿✿✿学校における合理的配慮✿✿✿ 

 平成２８年４月１日より「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律」（障害者差

別解消法）が施行されています。これにより、

公立学校において障害を理由とする不当な差

別的取扱いが禁止されるとともに、合理的配

慮の不提供の禁止について法的に規定されま

した。 

本校におきましても、お子様の様々な状況

によりそい合理的配慮の提供を行っておりま

す。心配なことがありましたらご相談くださ

い。また、本日配付の手紙「学校における合

理的配慮の提供について（お知らせ）」もご確

認ください。 

✿✿✿✿ お知らせ・お願い ✿✿✿✿ 

○90周年記念行事について 

創立 90 周年を迎え、今年度は様々な行事

を企画しています。今月は…、 

・14日（月）にクラス写真と全校写真を撮影

します。 

・15日（火）には、かさをもって航空写真を

撮影します。必ずかさを持たせてください。

（何色でもOKです！） 

✿✿✿✿✿ ご相談ください ✿✿✿✿✿ 

☆白井第二小学校 悩み相談員 

 （教頭） （教育相談担当） 

 （養護教諭） 

 ※どの職員にも相談可能です。 

☆スクールカウンセラー 

 月に１～２回来校。相談を希望される場合

には教頭までご連絡ください。 

４月２３日（水）来校予定です。 
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令和７年４月７日発行 

学校だより No.１ 

白井市立白井第二小学校 

｢チャレンジ！｣

 新学期に胸を躍らせた児童が登校してきました。 

保護者の皆様、お子様のご進級・ご入学おめでとうござ

います。 

本校では、ここ数年、｢チャレンジ！｣を合い言葉に、教

育活動を行っています。昨年度は、「とにかくやってみよ

う。」と、様々な場面で児童の挑戦を後押ししてきました。 

本年度も｢チャレンジ！｣を合い言葉とし、ステップア

ップした「共に進もう」をサブテーマとして教育活動を進

めて参ります。 

 未来に夢を持ち、激しい変化にも対応していくたくま

しい児童の育成を目指しています。そのために、分からな

いときには「分からない。教えて。」と言えることが大切

です。その力をつけるため、困ったときに助けを求め、そ

れに仲間が手を差し伸べる共に学び合う「ケアのあるグ

ループ学習」を推進していきます。 

 また、本年度より市内全校でコミュニティ・スクールが

導入されます。本校は、以前より保護者・地域の皆様に多

大なるご協力をいただいていると伺っております。ここ

に、学校運営協議会という組織が加わることで、目指す姿

を共有し共に児童を育成するのが、コミュニティ・スクー

ルです。共に、楽しみながら、児童の未来を創っていきま

しょう。 

創立９０周年記念行事も企画されています。皆様のご

理解・ご協力をお願いします。 

      校長  

【チ ャ レ ン ジ ！】～共に進もう～ 

学校教育目標 

 

（１）めざす児童像 

○進んで学ぶ子（考えを伝えようとして伝える） 

○思いやりのあるやさしい子（温かい心） 

○たくましい子（元気いっぱい） 

（２）めざす学校像 

○子どもたち一人一人が輝く学校 

○安全で楽しく生活できる学校 

○地域に愛される学校 

未来に夢をもち、たくましく生きる児童の育成 

 【チャレンジ！】～共に進もう～ 

※本校のホームページの QR コ

ードです。ぜひご覧ください。 

 


